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親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 

 

当行の親会社及び主要株主である筆頭株主について、下記のとおり異動が生じることとなりましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 異動が見込まれるに至った経緯 

 当行は、当行の親会社である SBI ホールディングス株式会社（以下「SBIHD」といいます。）より、同社の完全子会社で

ある SBI 地銀ホールディングス株式会社（以下「SBI 地銀ホールディングス」といいます。）が、所有する当行の全株式

（490,000,000 株）を SBIHD に現物配当する（以下「本件配当」といいます。）旨の通知を受領しました（注１）。 

これにより、SBI 地銀ホールディングスは当行の親会社及び主要株主に該当しなくなり、SBIHD は、当行の「親会社及

び主要株主」から「親会社及び主要株主である筆頭株主」となる予定です。 

（注１） 詳細は、SBIHD が 2026 年 3 月 19 日付で公表した「孫会社の異動（孫会社等の子会社化）に関するお知らせ」

をご参照ください。 

 

2. 異動する株主の概要（2025 年 12 月 31 日現在） 

（1）親会社及び主要株主である筆頭株主に該当しなくなる株主 

（１） 名称 SBI地銀ホールディングス株式会社 

（２） 所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 長谷川 靖 

（４） 事業内容 
銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理、その他当該業務に付

帯する業務、及び銀行法により銀行持株会社が営むことができる業務 

（５） 資本金 69,600百万円 

 

（2）新たに主要株主である筆頭株主となる株主 

（１） 名称 SBIホールディングス株式会社 

（２） 所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役会長兼社長 北尾 吉孝 

（４） 事業内容 株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等 

（５） 資本金 237,789百万円 

（６） 設立年月日 1999年7月8日 

（７） 連結純資産 2,304,929百万円 

（８） 連結総資産 37,239,702百万円 

（９） 
大株主及び持株比率 

（2025年3月31日現在） 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 14.72％ 

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8.91％ 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 6.88％ 

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 2.50％ 

ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140042 2.28％ 

ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 

505234 
1.79％ 

北尾 吉孝 1.43％ 

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 1.32％ 

ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 1.28％ 

ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140051 1.26％ 
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（10） 
上場会社と 

当該株主の関係 

資本関係 

SBIHDは、当行株式を141,700,000株所有しておりますが、

本件配当により当行株式を631,700,000株所有することとな

る予定です。 

人的関係 

業務の効率性、事業上の必要性、人材育成および各職員

の将来像を踏まえたキャリアパス形成の観点から、SBI グルー

プ内での積極的な人材交流が行われており、当行グループに

おいてもSBIHDを含めたSBIグループ内他社から出向社員を

受け入れております。 

当行からSBIHDを含めたSBIグループ内他社への出向につい

ては、上記の観点から必要と判断するもののみ実施しており、

その範囲において、今後も継続する方針であります。 

取引関係 

当行グループと、SBIHDを頂点とするSBIグループ各社は、第

三者である他社と同等の条件により、営業取引等を行ってお

ります。  

当行では、取締役等関連当事者及び親法人等との間の利

益相反取引について社内規程を制定し、適切な管理を行う

体制となっており、取引条件の適切性を確保するため、SBI 

グループ各社との間で取引が見込まれる際には、事前に取締

役会等において当該取引の必要性及び当該取引の条件が

第三者との通常の取引の条件と著しく相違しないことを十分

に審議した上で意思決定を行っております。 

 

3. 異動前後における所有株式の状況 

（1）SBI 地銀ホールディングス株式会社 

 属性 
所有株式数（議決権所有割合） 

直接所有分 合算対象分 合 計 

異動前 
親会社、主要株主である 

筆頭株主 

490,000,000 株 

（55.24%） 
― 

490,000,000 株 

（55.24%） 

異動後 ― ― ― ― 

 

（2）SBI ホールディングス株式会社 

 属性 
所有株式数（議決権所有割合） 

直接所有分 合算対象分 合 計 

異動前 親会社、主要株主 
141,700,000 株 

（15.98%） 

490,000,000 株 

（55.24%） 

631,700,000 株 

（71.22%） 

異動後 
親会社、主要株主である 

筆頭株主 

631,700,000 株 

（71.22%） 
― 

631,700,000 株 

（71.22%） 

 

4. 異動予定日 

  2026 年 3 月 26 日 

 

5. 今後の見通し 

上記の異動による当行の業績に与える影響はありません。 

 

以 上 

 

お問い合わせ先 

    SBI新生銀行 サステナビリティ＆コミュニケーション統括部 

報道機関のみなさま SBIShinsei_PR@sbishinseibank.co.jp 

株主・投資家のみなさま SBIShinsei_IR@sbishinseibank.co.jp 
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